
 

 

 

 

 

 

 

病院局職員の懲戒処分について 

 

 

 次 の と お り 職 員 に 懲 戒 処 分 を 行 い ま し た 。 

 

 

１ 所 属  県立病院 

２ 職 階  係長級（看護師） 

３ 年 齢  ４４歳 

４ 性 別  女性 

５ 事案の概要 

令和５年１０月１３日（金）午後７時９分頃、勤務終了後、帰宅のため自家用

車を運転中、三木町内の道路を進行するに当たり、進路の安全を確認しながら進

行すべき自動車運転上の注意義務を怠った過失により、横断歩行中の歩行者を

発見しブレーキを踏むも間に合わず衝突し、死亡させた。 

令和６年１月１１日（木）、運転免許取消処分（欠格期間１年間）を受けると

ともに、令和６年４月４日（木）、過失運転致死による罰金７０万円の略式命令

を受けた。 

６ 処分の内容  減給１０分の１ ３月 

７ 処分の時期  令和６年５月１４日 

 


